
農地集積バンク

最寄りの市町村・農業委員会・JA・円滑化団体等へ
〒950-0965　新潟市中央区新光町15番地2

公益社団法人新潟県農林公社　　025-285-8442～3
http://www.nochibank-niigata.com/

平成28年7月

❹農用地利用配分計画を県が認可し、公表することで借受希望者（受け手）へ権利が移転します。

❸機構は、一定の地域について農用地利用配分計画を決定し、県へ認可申請をします。

❷機構に貸し付けようとする農用地等が出てきた時点で、地域、農用地等の状況を踏まえ機構の
借受基準に沿って農地中間管理権を取得し、県知事の認可を受けて作成した貸付先決定ルー
ルに即して、１の借受希望者（受け手）と協議を行い、貸付先を決定します。

❶機構は、地域ごとに、定期的に農用地等の借受希望者（受け手）の募集を行い、認定農業者や
新規参入希望者を含めて、借受希望者（受け手）の希望内容を公表します。



１. 補助対象
農地の出し手農家の経営転換後の営農に必
要な機械・施設の整備
２. 採択要件
・機構を通じて10年以上の権利設定を行い、
かつ、稲作以外で営農を継続すること。
・経営転換後、１年間の農産物販売額がおお
むね15万円以上見込まれること。

経営転換支援

１. 補助対象
機構を活用し、規模拡大するために必要な
機械・施設の整備
２. 採択要件
機構から農地を借り受けて新たに集積する
ことにより、経営面積が３年間で 10ha 以
上増加すると見込まれること（初年度は４
ha 以上。ただし、中山間地域は３年間で８
ha以上、初年度は３ha以上）。

経営拡大支援

農地の出し手・担い手に対する支援農地の出し手・担い手に対する支援

２割超５割以下：1.5万円/10a
５割超８割以下：2.1万円/10a
８割超　　　　：2.7万円/10a

出し手農家の経営転換や、担い手が機構を利用した規模拡大に必要な機械・施設の整備も支援しています。

要件を満たせば「機構集積協力金」が受けられます。

農地中間管理事業活用型経営発展支援事業（平成28年度県単事業・1.56億円）農地中間管理事業活用型経営発展支援事業（平成28年度県単事業・1.56億円）

機構の活用のイメージ
（農地利用図）

圃場整備に合わせ、一時利用地指定後に農地中間管理事業を活用することで、担い手
への農地集積・集約化と地域集積協力金による基盤整備の地元負担軽減を図った。

活用前
　①機構から転貸を受ける担い手の集積面積及び集積率： 43.5ha、69.5％
　②機構から転貸を受ける担い手の平均経営面積： 8.7ha/経営体
　③機構から転貸を受ける担い手が利用する団地数： 20箇所
　④機構から転貸を受ける担い手が利用する団地の平均面積： 2.1ha/団地
　　※　団地：連続して作付けができるほ場

活用後（平成28年～）
　①機構から転貸を受けた担い手の集積面積・集積率： 56.1ha、89.0％
　②機構から転貸を受けた担い手の平均経営面積： 11.2ha/経営体
　③機構から転貸を受けた担い手が利用する団地数： 14箇所
　④機構から転貸を受けた担い手が利用する団地の平均面積： 4.0ha/団地
　⑤機構から転貸を受けた新規就農者数： 0人
　⑥機構から転貸を受けた参入企業数： 0法人

新潟県弥彦村大戸地区

機構を活用して農地の集積・集約化に取り組んだ優良事例紹介機構を活用して農地の集積・集約化に取り組んだ優良事例紹介
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